
平成２２年国勢調査青森県実施本部開設式について 

 

              平成２２年４月２日 

              企画政策部統計分析課 

 

平成２２年国勢調査の円滑かつ効率的な推進を図るため、実施本部を開設することとし、

統計分析課において実施本部開設式を行います。 

 

１ 実施本部開設式 

（１）日 時 ４月２日（金）１３：００～１３：１０ 

（２）場 所 企画政策部統計分析課内及び課入り口（廊下） 

（３）内 容 実施本部長挨拶及び実施本部の看板掲示 

２ 実施本部の概要 

（１）組 織 体 制 本部長    蝦名副知事 

副本部長    企画政策部長 

副本部長代理 企画政策次長 

事務局長 企画政策部統計分析課長 

事務局  企画政策部統計分析課員 

（２）設 置 期 間 平成２２年４月２日～平成２３年３月３１日 

（３）組 織 図 別紙のとおり 

 

（参考）国勢調査について 

（１）経   緯 

    我が国の人口や世帯の実態を把握し、国や地方公共団体の各種行政施策の基礎資料を

得ることを目的として実施する国の最も基本的な統計調査で、大正９年以来５年ごとに

行われており、１９回目の調査を実施。 
（２）調査の意義、調査方法の改善 

   ・  我が国が人口減少社会を迎えて最初の国勢調査として、人口や世帯の実態について

精度の高いデータの要請への対応 
  ・  雇用形態の実態、市町村別人口など、最近の社会経済の課題に対応するための基礎

データの提供 
  ・  個人情報保護意識の高まり等の中で、正確かつ円滑な実施を図るため、封入提出方

式の全面導入と郵送提出方式の導入 
（３）調査の概要 

 ・調査の期日 平成２２年１０月１日 

 ・調査の対象 県内に在住する外国人を含むすべての人（外国軍隊の軍人・軍属とその 
家族等は除く） ※ 本県約５２万世帯 

・調 査 事 項 ①世帯員に関する事項 男女の別、出生の年月、就業状態など 15 事項 
 ②世帯に関する事項   世帯の種類、住居の種類など５事項 

 ・調 査 方 法 世調査員が世帯と面接して調査票を配布し、調査票の提出は調査員へ 

の（封入提出）又は郵送提出を世帯が選択 
（本県 調査員：約７千人、指導員：約１千人） 

平成２２年３月３１日 

報道機関用提供資料 


